
岩手県性犯罪被害者支援医療費公費負担実施要綱の一部改正について 
 

岩手県性犯罪被害者支援医療費公費負担実施要綱（平成 29年 10月 1日制定）の一部を次のように改正する。  
改正前 改正後 

（目的） 

第１ 岩手県は、不同意性交等罪・不同意わいせつ等

刑法上の性犯罪に相当する行為（未遂及び致傷を含

む。以下「性犯罪」という。）を受けた被害者（以

下「被害者」という。）の精神的・身体的・経済的

負担を軽減し、その健康の回復を図るため、第２及

び第５に定める対象者について、産婦人科及び精神

科の受診並びに保険薬局の利用に要した自己負担

相当額を負担する。 

  

 

第２～７  [略] 

 
 
 
 
 
 
 
（保険薬局の請求手続き） 

第８  [略] 

 

 

 

（目的） 

第１ 岩手県は、不同意性交等罪・不同意わいせつ等

刑法上の性犯罪に相当する行為（未遂及び致傷を含

む。以下「性犯罪」という。）を受けた被害者（以

下「被害者」という。）の精神的・身体的・経済的

負担を軽減し、その健康の回復を図るため、第２、

第５及び第10に定める対象者について、産婦人科及

び精神科の受診、保険薬局及び薬局等（薬局及び店

舗販売業をいう。以下同じ）の利用に要した自己負

担相当額を負担する。 

  

第２～７  [略] 

 
（保険薬局における薬剤料に係る対象者） 
第８ 保険薬局における薬剤料に係る公費負担の対

象者は、産婦人科及び精神科を受診した被害者のう

ち、医療機関の院外処方せんの発行を受けた者とす

る。 

 

（保険薬局の請求手続き） 

第９  [略] 

 

（緊急避妊薬の購入に係る対象者） 
第 10 医療機関の院外処方せんの発行を受けていな

い場合における薬局等での緊急避妊薬の購入に係

る公費負担の対象者は、緊急避妊措置のために緊急

避妊薬の服用が必要と認められる者のうち、次の各

号に掲げる者を除く。 
(1) 岩手県警察が実施する医療費公費負担の対象

となっている者 

(2) 被害後概ね６か月を経過している者 

(3) 加害者を利する関係にある者 

(4) 虚偽の申告をしている者 

(5) 性犯罪による被害を容認し、又は誘発などして

いた者 

(6) 医療費の公費負担を希望しない者 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（医療費の支払） 

第９ 知事は、第４、第７又は第８による請求があっ

たときは、当該請求に係る書類等の審査及び必要

に応じて現地確認等を行い、医療費を公費負担す

べきものと認めたときは、速やかに協力医療機関

又は保険薬局に支払うものとする。 

 

 

（その他運用上の留意事項） 

第10  [略] 

 
（補則） 

第11  [略] 

 

(7) 加害者又はその関係者から医療費の支払いを

受けた者 

(8) その他、医療費を公費負担することが不適切と

認められる者 

 

（緊急避妊薬の購入において負担する費用） 

第11 被害者が薬局等において緊急避妊薬を購入し

た場合、その費用を負担する。 

 

（緊急避妊薬の購入に係る請求手続き） 

第12 被害者は、緊急避妊薬の購入後、センターに対

して費用を確認できる書類（以下「証明書類」とい

う。）を添付し、様式第６号を提出する。 

２ センターは、前項の書類が提出された場合は、

被害者に対し相談等の必要な対応をとるととも

に、様式第１号に前項の書類を添付し知事に提出

する。 

 
（医療費の支払） 

第 13 知事は、第４、第７、第８又は第 12 による請

求があったときは、当該請求に係る書類等の審査

及び必要に応じて現地確認等を行い、医療費を公

費負担すべきものと認めたときは、速やかに協力

医療機関、保険薬局又は被害者に支払うものとす

る。 

 

（その他運用上の留意事項） 

第14  [略] 

 

（補則） 

第15  [略] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年３月25日から施行し、同年２月２日から適用する。 

（経過措置） 

２ 令和８年２月２日から施行日の前日までの間に、医療機関の院外処方せんの発行を受けないで緊急避妊薬を

購入した者で、改正後の要綱の規定に基づき、岩手県から当該緊急避妊薬の購入額と同額の金銭の支給を受け

ようとするものに対する同要綱第10第２号の規定の適用については、同号中「６か月」とあるのは「８か月」

とする。 

 

 


